
電子申請による手続きをされた事業主の皆様へ

R6.8

☞ 資格取得時及び離職者へ離職票を交付していただく際のリー
フレット等は新潟労働局ホームページから印刷をお願いします！
お手数ですが、下記の項目から適宜ダウンロードしていただき、皆様に配

布していただきますようお願いいたします。
※内容が改正される場合がありますので、常に最新のものをダウンロードしていただきますよう
お願いいたします。

新潟労働局 ハローワーク

下記の項目からダウンロードが可能です。

❑資格取得時に被保険者のみなさまへお渡しいただきたいもの

・雇用保険の被保険者のみなさまへ

❑離職票の交付時に離職者のみなさまへお渡しいただきたいもの

・離職されたみなさまへ

https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/_120433.html
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/_120433.html

